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「経費購買稟議書」、「固定資産の取得・譲渡・処分・修繕・改修」の申請について

経費購買稟議書のポイント

①金額が10万円以上のシステム利用や契約締結等を行う場合には事前稟議が必要です。
②購入の目的や効果、見積書の添付、等が必要です。
③購入後は経費精算申請が必要です。

固定資産の取得・譲渡・処分・修繕・改修のポイント

①金額が10万円以上のもので耐用年数が1年以上の機械装置や工具器具、備品、ソフトウェア等を購入・売却・譲渡等をする際に
は事前稟議が必要です。
②購入/売却等の目的や効果の記入、見積書の添付、等が必要です。
③購入後は経費精算申請が必要です。
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